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都市計画丸の内一丁目地区地域冷暖房施設を次のように変更する。

１．地域冷暖房施設の名称　　　　丸の内一丁目地区地域冷暖房施設

２．導　　管

備　　　　　考

起　　　　　点 終　　　　　点

丸の内一丁目１号線 千代田区丸の内一丁目 千代田区丸の内一丁目 経路変更

丸の内一丁目１－１号線 同　　　　　上 同　　　　　上

丸の内一丁目１－２号線 同　　　　　上 同　　　　　上 新設

丸の内一丁目２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

丸の内一丁目３号線 同　　　　　上 同　　　　　上

「区域は計画図表示のとおり」

３．熱発生施設

名　　　　　称 位　　　　　置

丸の内一丁目プラント―１ 千代田区丸の内一丁目

丸の内一丁目プラント―２ 同　　　　　上

丸の内一丁目プラント―３ 同　　　　　上

丸の内一丁目プラント―４ 同　　　　　上

「区域は計画図表示のとおり」

理由：低炭素都市づくりに向け、プラントの新設及び導管の経路変更を行うため、地域冷暖房施設を変更する。

　　施設面積　約３，９００㎡　　　　　　　名称変更

　　施設面積　約１，０８０㎡　　　     　　新設

　　施設面積　約３，７００㎡　　　　　　　名称変更

東京都市計画地域冷暖房施設の変更　（千代田区決定）　（案）

名　　　　　称
位　　　　　置

備　　　　　考

　　施設面積　約１，４００㎡　　　　　　　名称変更
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参考：供給区域

名　　　　　称 面　　　　　積 備　　　　　考

丸の内一丁目地区熱供給区域 約　１２．２　ｈａ 千代田区丸の内一丁目の一部
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新旧対照表

（　　）内は変更前を示す

施設の名称

起　　　　　点 終　　　　　点

丸の内一丁目１号線 千代田区丸の内一丁目 千代田区丸の内一丁目 経路変更

(同　　　　上) （同　　　　　上） （同　　　　　上）

丸の内一丁目１－１号線 同　　　　　上 同　　　　　上

丸の内一丁目１－２号線 同　　　　　上 同　　　　　上 新設

(　　―　　) (　　―　　) (　　―　　)

丸の内一丁目２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

丸の内一丁目３号線 千代田区丸の内一丁目 千代田区丸の内一丁目

丸の内一丁目プラント－１ 千代田区丸の内一丁目 　約１，４００㎡

（丸の内一丁目プラント） （同　　　　　上） （同　　　　　上）

丸の内一丁目プラント－２ 同　　　　　上 　約３，７００㎡

（丸の内一丁目サブプラント－１） （同　　　　　上） （同　　　　　上）

丸の内一丁目プラント－３ 同　　　　　上 　約３，９００㎡

（丸の内一丁目サブプラント－２） （同　　　　　上） （同　　　　　上）

丸の内一丁目プラント－４ 同　　　　　上 　約１，０８０㎡

(　　―　　) (　　―　　) (　　―　　)

名称変更

名称変更

名称変更

熱
発
生
所
施
設

丸 の 内 一 丁 目 地 区 地 域 冷 暖 房 施 設

導
　
　
　
　
　
管

名　　　　　称
位　　　　　置

備　　　　　考

名　　　　　称 位　　　　　置 施　設　面　積 備　　　　　考

新設
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変更概要

備　　　　考

導　　管 経路変更

導　　管 新設

熱発生
施設

名称変更

熱発生
施設

名称変更

熱発生
施設

名称変更

熱発生
施設

新設丸の内一丁目プラント－４

丸の内一丁目１号線

丸 の 内 一 丁 目 地 区 地 域 冷 暖 房 施 設

丸の内一丁目１－２号線

丸の内一丁目プラント－１

丸の内一丁目プラント－２

丸の内一丁目プラント－３
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都市計画の案の理由書 

 

１．種類・名称 

  東京都市計画地域冷暖房施設 丸の内一丁目地区地域冷暖房施設（千代田区決定） 

 

２．理由 

 当地区を含む、大手町・丸の内・有楽町地域は、千代田区都市計画マスタープランにお 

いて、歴史の積み重ねによる風格ある質の高い街並みの形成、水と緑にあふれた環境共生 

空間の創出、高次な業務機能への質的転換、商業・文化・交流・情報機能など多様な機能 

の導入等を図る地域としている。 

また、当地区を含む大手町・丸の内・有楽町地区では地権者、東京都及び千代田区によ 

り構成される「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会」において、公共と民間の 

協力・協調によるまちづくりの指針となる「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくりガイ 

ドライン（令和５年改定）」が策定されており、「千代田区地球温暖化対策条例」及び「千 

代田区地球温暖化対策地域推進計画２０１５」に示されたＣＯ２排出量削減目標の達成に 

向けた取組を地区全体で推進することとしている。 

その実現に向けては、個別単体での対策はもとより面的な環境対策が不可欠である。と 

りわけ地域冷暖房施設においては、災害時においても信頼性の高い施設であるとともに、 

バックアップの観点から熱供給ネットワークの更なる充実化が求められている。 

丸の内一丁目地区(約１２．２ｈａ)では、昭和５８年３月に大気汚染防止と環境改善を 

図ることを目的に地域冷暖房施設の都市計画決定を行い、地区内に設置された各プラント 

から冷水・蒸気の供給を実施している。その後も、開発計画等の機会を捉えて、随時都市 

計画を変更し、プラント及び導管の新設を担保させている。 

今回、丸の内一丁目 6－1街区の建替え計画にあわせ、丸の内一丁目地区内に熱発生施設

（丸の内一丁目プラント-4）と導管（丸の内一丁目 1号線、丸の内一丁目 1‐2 号線）の新

設を行い、既存の熱発生施設（丸の内一丁目プラント-2 および丸の内一丁目プラント-3）

との冷水ネットワークを構築し相互バックアップの信頼性向上を図るとともに、低負荷時

の高効率機器の優先運転による環境性向上を図る。また、蒸気ネットワークの構築による

信頼性の更なる向上を図るため、都市計画を変更しようとするものである。                                 

以 上 
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